
 

 

民間教育訓練機関の皆さまへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

このガイドラインは、職業訓練サービスを提供している、またはこれから提供しようとして 
いる⺠間教育訓練機関のうち、以下の取り組みを⽬指す機関を対象としています。  

● 職業訓練サービスの質の向上 
● 職業訓練サービスの質保証の⾒える化（可視化） 
● 公共職業訓練（委託訓練）、求職者⽀援訓練（求職者⽀援法に基づく認定職業訓練）の受託など 
● ISO29990 の認証取得 など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

厚⽣労働省では、⺠間教育訓練機関が職業訓練サービスの質の向上を図るため
に取り組むべき事項を具体的に説明した「⺠間教育訓練機関における職業訓練 
サービスガイドライン」を作成しました。 

このガイドラインは「ISO29990（⾮公式教育・訓練のための学習サービス－サービ
ス事業者向け基本的要求事項）」（※）を踏まえたものです。皆さまが職業訓練サービス
の質の向上に取り組む際のツールとして、ぜひご活⽤ください。 

厚⽣労働省のホームページからダウンロードしてご覧いただけます。 
ダウンロードはこちら→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/minkan_guideline/index.html 

 
（※）⾮公式教育・訓練分野の学習サービス事業者向けに、2010 年 9 ⽉に国際標準化機構（ISO）が発⾏した国際規格です。 

この分野の学習サービスの企画、開発、提供に関する共通認識を事業者と顧客に提供することなどを⽬的としています。 

 

を､ご活用ください！  
民間教育訓練機関における
職業訓練サービスガイドライン

厚 生 労 働 省 

 

⺠間教育訓練機関
ガイドラインに基づいて

質の高い職業訓練サービスを提供

事業所
高度な知識や技能を有
する人材を採用・育成

受講者
高度な知識や技術を身
につけ就職・ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ



 

 

     
このガイドラインでは、⺠間教育訓練機関が職業訓練サービスの質の向上を図るために取り

組むべき事項について説明するとともに、それを実現するための基盤となる⺠間教育訓練機関
のマネジメントの取り組み⽅についても説明しています。以下にその概要を⽰します。 

  
（１）職業訓練サービスの質の向上 

 
職業訓練のニーズ等の明確化 事業所や受講予定者の 

ニーズなどを把握する。
 
 

 
 

職業訓練サービスの設計 
把握したニーズなどを踏
まえ、職業訓練サービス
を設計する。 

 
 
 

職業訓練サービスの実施 
職業訓練サービスの実施
に当たり、必要な情報提
供などを⾏う。 

 

 
 

職業訓練サービスのモニタリ
ング等 

訓練中および修了後に受
講者の職業能⼒習得状況
などを確認する。

 
 
 

職業訓練サービスの評価 職業訓練サービスの評価
を⾏いサービスの質向上
に活⽤する。 

 

（２）⺠間教育訓練機関のマネジメントの取り組み
 

 責任者を任命してマネジメ
ントシステムを確⽴する。

 
 マネジメントシステム運⽤

に当たり、事業戦略などを
⽂書化する。

 

 
マネジメントシステムに関
する情報を職員や講師など
の間で共有する。

 
 
 

マネジメントシステムの運
⽤状況を⽂書化して記録・
管理する。 

 
 
 

事業継続性を確実にするた
め財務管理などの仕組みを
確⽴する。 

 

 
受講者のニーズを踏まえ、
必要な講師や施設などを確
保する。 

 

⾒直し及び改善 

職業訓練サービスの運⽤状
況を踏まえて、改善などを
⾏う。 
 

 

 
このガイドラインには、職業訓練サービスの質を向上させるための具体的な取り組み事例集や

自己診断表も掲載しています。併せて、ご覧ください。 

 

 

 

職業訓練のニーズ 
などの明確化 

職業訓練サービスの
設計 

職業訓練サービスの
実施 

職業訓練サービスの
モニタリングなど 

職業訓練サービスの
評価 

マネジメントシステム
の確⽴ 

事業戦略・計画

マネジメントシステム
に関する情報の共有 

記録・⽂書管理 

管理・リスク管理 

⼈事管理・⼈的および
物的資源の管理 

⾒直し・改善 

ガイドラインの内容 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/minkan_guideline/index.html 

⺠間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン 


